202５(令和７)年度
危機管理マニュアル
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竹田市立城原小学校
危機管理の基本 
                                                            　　　　　竹田市立城原小学校
１．危機管理の目的
 （１）児童の生命・安全を守るために事故を未然に防ぐ｡ （予防的対応）

 （２）学校事故発生時には迅速な対応，組織的対応を行い、事故の被害・影響を最小限にくいと

める。（発生後の対応）

 （３）学校の正常な運営をめざし，学校に対する社会的な信用･信頼を守る｡

２．危機管理の基本的考え
　学校は親から児童の教育の負託を受け，教育委員会から学校施設・設備の管理を委譲されている。そこで学校では児童の生命・安全を守り，学校の正常な運営を目指すために，危機管理体制を備えておくことが必要である。 
  学校の事故等が発生した場合には，職員が迅速・組織的な対応ができ，共同歩調がとれるように会議や研修等で危機管理体制の共通理解や各人の役割分担の徹底ができていなければならない。また，その危機管理体制が実働するように教師，児童ともに危機対応のシュミレーションが描けるような訓練が重ねられていなければならない。さらに，関係諸機関への連絡・通報がすばやくでき，協力態勢が取れるよう緊急時の連絡体制の整備を図り，周知徹底，掲示などがなされていなければならない。  最近では予測だにしない事故・事件が発生する例もあり，事故の発生を完全に避けることは不可能に近い。もしも，万一事故が起こった場合に，早期の対応がなされなかったり，適切さを欠いたりしたとき，それまで築きあげてきた家庭・地域社会からの信頼が根底からくずれていくことも考えられる。そのためにも危機管理体制の整備が重要である。

　不幸にして事故に遭遇した児童に対しては，児童の不安をとりのぞくため担任をはじめとする全職員でアフターケアをする体制をつくることも大切である。また，全校児童と教師の信頼関係を維持していくための取り組みや事後指導にも努めなければならない。

  外部への説明に当たっては，城原小学校の説明責任を果たし社会的信頼を守るという立場から出来る限り公開の形で校長が誠意をもって正確な説明をする。ただし報道関係に対しては，許可した部屋以外の校舎施設への立ち入り禁止，児童を守る意味から児童への取材の禁止を全職員・全ＰＴＡ会員で徹底すること等，断固とした措置を取る必要がある。

  ただし，いうまでもなく，児童の生命・安全がおびやかされるような事故が発生することのないように，校舎の施設設備のそなえを万全にたもつことや児童への安全・衛生・保健指導，生徒指導・生活指導等を日ごろから充分にしておかなければならないことが第一である。学習のなかでの指導や訓練等で児童の危機対応能力の育成もあわせて行い，家庭や地域との連携をもち，日常的な教職員・児童一体となっての取り組みが重要である。

	 危機管理の さしすせそ

   さ･･･最悪の場合を想定する｡  　 し･･･慎重に    　　　す･･･素早く

　 せ･･･誠意をもって            　そ･･･組織的に


Ⅰ 学校事故に備えて
　１．学校事故とは
　　　一般的に，児童，教職員，保護者，学校への訪問者，に関して学校教育活動とこれに関する

　　活動などで発生する負傷等をいう。

　２．危機管理上の学校事故という点での分類
   （１）教室内の各教科等の学習中の事故

   （２）教室外の各教科等の学習中の事故

   （３）運動会，持久走大会，遠足，社会見学等の各種行事に関連する事故

   （４）登下校，放課後の諸活動での事故

   （５）給食，健康診断，体力測定等に関連する事故

   （６）いじめ，校内暴力など児童・生徒の問題行動に関する事故

   （７）その他 児童・生徒の各種活動，教職員の指導に関連する事故

   （８）外部に発生した災害・事故・事件に関連するもの

   （９）その他

　３．要因
   （１）施設・設備の瑕疵によるもの  
   （２）教師の指導上の過失によるもの

   （３）児童・生徒の行動によるもの  
   （４）人的な要因によるもの        
   （５）その他                      
　４．危機管理体制の整備と予防策
   （１）教室・廊下・階段・屋上等の空間，各種の運動施設，実技を伴う教科等の特別教室の施　　 　　　設・設備使用する教具等の安全確保（安全点検，営繕の徹底)

   （２）教師の指導等における事故防止・安全確保に関する配慮（教職員の危機管理意識の徹底）    （３）事故防止に関する児童・生徒への指導徹底（学級指導，全校集会，安全教室等)

   （４）事故防止に関する保護者の共通理解の徹底(学級通信，学校だより，ＰＴＡ等）

   （５）事故防止，事故発生の際の対応に関する体制の整備

   （６）事故の早期発見，早期対応に関する重要事項の共通理解

   （７）事故防止，事故対応の実際にかかわる研修の実施

   （８）事故防止，事故発生に関わる関係諸機関との連携の強化

　５．その他
      防災対策（落雷，突風，火災，地震，風水害発生時の対策）については，別紙「令和７年度　防災計画」による。

Ⅱ　学校事故発生時における対応
　１.  基本的な構え                                            
　　（１）児童の生命・安全が最も優先する｡                                     
　　（２）被害を最小限にくいとめ，二次被害を起こさないための組織的対応が必要である｡

　　（３）学校は「安全性」「信頼性」「公正さ」を求められている｡ 学校事故は，学校の危機（学校・学級全体の動揺，児童と教師の信頼関係の失墜，社会的信用の失墜）である｡ 
　　＜ 対応の視点 ＞
  　○起こった場合，事故や事件の状況をできるだけくわしく情報収集し，落ちなく把握する。

　　○全職員で一丸となって，冷静に対応にあたる。情報の共有化を心掛ける。

　　　「報告・連絡・相談」しあう。校長の判断・指示に従う。（必要に応じて対策本部の設置）

　　○事態収拾のための問題点・基本対策を判断する。

　　○対応は，迅速・的確かつ誠意をもってあたる。人権の尊重を基本において，臨機応変に柔軟

　　　に対応する。（小さいことと思っても，「その時」「その日のうちに」）

　　○保護者，警察，教育委員会，ＰＴＡ会長，その他関係諸機関への連絡・通報を行う。事態の

　　　推移に合わせ，保護者への説明（緊急保護者会，文書等）も行う。

  　○保護者，地域等に協力を依頼するときは，協力内容を明確にする。

  　○外部への対応は，窓口を校長に一本化して，真摯に対応する。

　　○事態の経過を時刻を追って詳細に記録しておく。

　　○事態の収拾を見た後，発生原因とその対応を振り返り，全職員で原因・要因の分析と対応の

　　　反省を行い，再発防止の手立てを講じる。

　　○危機管理対策マニュアルの不備な点，改善すべき点を見直す。

　　○いろいろな異変やサインを見逃さない職員の目と校内体制の再構築を図る。 
　（ いうまでもなく，学校事故・事件の起こらないような日常の学校経営・学級経営にあたる）

　２．緊急時の基本的対応（学校管理下  校内）          
	 　　事故発生（児童のけが，急病，火事，外部からの侵入，窃盗等）

	
	

	   居合わせた（発見した）教職員

	
	

	

	
	　　　現　状　把　握
	

	　　　　　児童のけが，急病        　　   火事                侵入，窃盗等
 　　　　＜名前，場所，時間　　　＜場所，児童の存在　　　＜場所，発見時間

   　　　　当該児童の様子＞      　初期消火の状況＞    　  　破壊・紛失物等＞
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　   学校教育課       　 63-4833
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	 警察署 １１０  63-2131

 消防署 １１９  63-0119

 救急車 １１９  63-0119

 豊肥保健所0974-22-0162
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	保護者
	
	児童
	
	校  医  志賀医院 63-2083

薬剤師  塩月厚信 63-1193



	
	
	
	
	

	


　３．緊急事態の報告を受けた際の配慮点  
　　（１）情報（報告）を的確に聞く  ５Ｗ１Ｈ                                 
        ① 学年，名前，原因，場所，時間，けがや病気の程度(意識，出血等) 
        ② 現在の様子， 今までにした手当，事件等の状況（いつ，どこで，だれが，どうして，

　　　　　 どうなった)等      
　　（２）情報を憶測を入れず事実のみ校長に確実正確に報告する。               
　　（３）校長(いない時は教頭)の指示をあおいで連絡等にあたる。               
　　（４）場所は正確に確認しておく。現場に行く。地図でみる。                 
　　（５）当事者の人権を尊重し特に配慮する。                                 
  ４．緊急連絡の留意点について
　　（１）家庭へ  (勤務先等緊急連絡先の常時確認)

　　　○　病状，状況を簡潔に報告する。

  　　○　かかりつけの医療機関名を聞く。(状況により救急車が先) 
  　　○　かかりつけがない場合救急病院でよいか聞く。救急車を要請した場合は，隊員に任せる｡　　　　○　保険証の持参をお願いする。

　  （２）医療機関へ
　　  ○　学校名，学年，氏名を知らせる。                       
  　  ○　状況を説明し，診察の受け入れをお願いする。           
　  （３）救急，消防へ
　　　○　学年，名前，場所，けがの状況，けがの程度・部位，病気の程度，今の様子等把握して

　　　　　的確に伝える｡ （５Ｗ１Ｈ）      
    　○　火事の場合は場所・状況を正確に伝える｡

　  （４）警察へ 
　　　○　事故，事件発生の状況を的確に伝える。                 
　　　　　※　時刻，場所，年齢，性別，事故・事件の状況，けが人の有無

　　　　　※　パトカー・警察官の出動の要請      
  　（５）市教委へ
　　  ○　発生後すみやかにその概要，措置，現在の状況を報告する｡ 
    　○　電話連絡｡ 相談･協議を続ける｡                    
        　※＜一報　事件・事故の概要及び対応報告書　第１号＞  
　　　　　　　学校名，日時，学年，組，氏名，保護者名，住所，電話番号

　　　　　　　事故・事件の概要，対応，処置状況 
      ○　詳細については，後日事故発生報告書提出

 　 （６）教育事務所へ
　　　○　まず速報(地教委と同様)(場合によっては地教委からしてもらう)

　    ○　状況の変化に応じて随時連絡・報告する。 
　５．移送と付き添いについて
  　（１）移送
    　  ①　原則として保護者に移送してもらう。                                 
      　②　保護者に連絡がつかない場合タクシーを使用する。                     
　    　③　職員の車は使用しない。 
      　④　救急車の場合はこの限りではない。

　  （２）付き添い
　　　  ①　担任または養護教諭が付き添う。                                       
    　  ②　保護者，学校との連絡を行う。                                         
      　③　医師の診断の結果を保護者とともに聞き，指示を受ける。

　　　　　　診断の結果により，入院・帰宅・帰校。

      　④　学校に医師の診断・状況を報告する。必要に応じて管理職の来院を求める。

　　　　　　帰校後関係者に連絡報告をする。          
 　 （３）その他
   　   ①　状況に応じて，当日，見舞い，家庭訪問をする。           　

　　    　※事故，けがの大小，種類，病気の程度によって対処の仕方が変わってくる｡   
　６．事後措置について                                       
  　（１）職　員
    　  ①　全職員に，事故発生から現在までの状況を説明する。

           ※場合によっては，緊急職員会議を招集する。

②　今後の対応についての話し合い，共通理解する｡

 　　　　  ※当該児童，保護者への対応，事件の時は警察との協力等児童への指導，

　　　　　　　保護者への説明，マスコミへの対応

      　③  緊急時の連絡体制の確認，事故発生防止のための手立て・指導，安全確認，

　　　　　　事後措置の徹底等の話し合い。

 　       　　○重大事故・事件ならば，対策本部をただちに設置する｡

   　     　　○役割分担・窓口の一本化・教育委員会との連携をとる。

　  （２）児　童
      　①　全校集会，学年集会，学級活動での説明と指導｡

        ②　相談活動・カウンセリング等の場を設置して心のケア等に努める。

　  （３）ＰＴＡ
　　  　必要があれば，緊急ＰＴＡ役員会や総会を開き，経過の報告をする。

  　（４）関係諸機関
①　事後報告書を作成し，地教委へ提出する。必要に応じては，その後の経過も報告｡ ②　独立行政法人日本スポーツ振興センターへの手続き
③  保護者への説明
④　医療機関からの「医療等の状況」証明
⑤  災害報告書記入  教委への書類提出

　７．学校外での事故発生の場合
  　（１）交通事故，転落のけが，川に落ちる等の事故

      　①　重傷の場合は，１１９番に連絡して救急車を呼ぶ。(待つ間救命救急措置)

      　②　学校（６６－２０１３）と警察署（１１０，６３－２１３１)に連絡する。

      　③　救急車を呼ぶほどではない軽症の場合， 学校に連絡し， 指示をうける｡ 応援がくる

　　　　　　まで待つ｡ 他の児童もその場で待機させる｡

      　④　保護者に連絡する。（前記Ⅱの５と同じ）

      　⑤　相手がある場合，警察との話し合いを行い，事故の状況について誠実に話し合う。

  　（２）気分の悪くなった児童が出た場合

    　  ①　症状が重く，急を要すると判断した場合は，救急車を呼ぶ。(救命救急措置)

      　②　そののち学校に連絡する。

　　　　③　救急車を呼ぶほどでない場合は，学校に連絡して，学校から応援がくるまで待つ。

　　　　　　他の児童もその場で待機させる。

　　　　④　持病等あれば電話で応急手当等を聞く｡(養護教諭，保護者等から)

      　⑤　保護者に連絡し，病院へ行ってもらう。

　　　　　（救急車で運ばれた場合は直接，軽い症状の場合は原則として連れて行ってもらう。）

      　⑥　学校まで近ければ，学校から応援の教職員が来たら，学校へ運ぶ。自宅が近ければ

　　　　　　連絡の上，自宅へ移送する｡

  　（３）その他トラブルの発生

    　  ①　警察署，駐在所と学校へ連絡する。

      　②　学校から応援の教職員が来るまで，待機する。

　  （４）夜間・休日の事故・事件発生

	交通事故・その他の事故・生徒指導上の問題等の 発生

	
	
	

	

	   児童本人

   児童の保護者，親戚

   地域の人，店の人
	

	
	
	 当該警察署

	

	
	教育委員会

学校教育課(63-4833)

教育総務課(63-4816)

	校長        教頭        担任


	
	

	
	
	

	
	

	 (緊急職員会議が必要な場合)  全職員へ連絡

                        ( 職員連絡網による)

	
	
	必要であれば

  警察署(63-2131)

  消防署(63-0119)

	


　　　　①　まず，情報を的確に聞く。

　　　　　○　名前，学年

　　　　　○　場所，時間，状況，程度，原因，今までにとった対応，現在の様子等

      　②　事実のみ憶測を交えず校長に伝える。指示をあおいで行動・指導に移る。

　　　　③　生命，安全が最優先とする。

　　　　④  指導の際は，当事者の人権を尊重する。

　　（５）夕方・夜間・早朝及び休日・長期休業中等，学校管理下以外での大地震（震度５以上）・大水害等天災発生の場合

        ①　出来る限り速やかに児童の安否を確認する。

          ○  まず，緊急一斉配信システム「オクレンジャー」等で安否を確認する。

          ○　交通等の安全の確認ができ次第，担任が児童の家を回り，安否（家族も）や家屋の

            被害状況を確認する。

        ②　避難所に避難している場合は，訪問して歩き，児童の健康及び精神的状況を把握し，

　　　　　　職員全員で出来る限りの支援を行う。

        ③　臨時休校等の決定，児童の招集，授業の再開等については別途職員会議を招集して決

　　　　　　定する。

 Ⅲ  不審者侵入への対応                          　　　　　　　竹田市立城原小学校

不審者が学校へ侵入した場合の対応
１．不審者のキャッチ
	教職員が発見
・不審者周辺の子どもの避難

・職員室への連絡

・危険のない程度の不審者の見張り


	
	児童からの情報
・複数の教職員で現場へ急行

・児童へ避難の指示

・職員室へ連絡

・危険のない程度の不審者の見張り

	
	

	２．不審者の認識

	声かけにより不審者として認識
（訪問用件や相手の氏名，危険物所持等の確認）
	
	非常ベルを押す

（最寄りの）

	
	
	

	３．不審者への対応
　【緊急事態発生の周知】

	　報告をうけ，速やかに校内放送で全職員に不審者の侵入を伝える。

	　【授業中の場合】
	                     【休み時間の場合】

	
	

	 ・授業中の教職員は，児童を教室に留め，次の放送を待つ。

 ・空き教職員は，携帯電話等を携帯して現場に向かう。


	 ※対応中は原則

   として児童･

   生徒は教室に

   留め移動させ

   ない｡
	 ・担任は，児童を教室に入れ点呼所在確認をする。

 （常時健康観察で欠席者の確認）

 ・空き教職員は，携帯電話等を携帯して現場へ向かう。

	
	
	

	 【児童・生徒の安全確保】
	

	  放送で不審者の所在を確認する。避難経路は放送で流さず，
　訓練マニュアルの避難経路図に従って避難する。
 「竹田の城原さんがお出でです。至急，グラウンドにお集まり下さい。」

	 【警察へ通報】
	

	  校長（不在のときは教頭）の判断で，警察へ通報する。１１０  or  ６３-２１３１

	

	４．不審者の反応
	


     　　　【不審者が校外へ退去】                  【不審者による緊急事態発生】

	○校内放送により，不審者が校外に退去
  又は，警察に身柄を拘束されたことを
  伝える。
  ・全教職員に状況説明。
  ・教育委員会に一報連絡。
  ・不審者が校外に逃走した場合は，緊
　　急連絡網で保護者等に連絡し，下校　　時の安全を確保する。
	
	・避難場所での児童の安全確保に努める。
・不審者を児童・生徒に近づけないよう
  に対策を講じる。
・場合によっては二次避難をする。
・ケガ人がいる場合は応急処置をする。
・児童・生徒の不安を取り除く対処する｡



５.【ケガ人の対応，その他児童・生徒への対応】
	・救急車を要請（１１９　or  ６３－０１１９）応急処置，保護者へ連絡，児童への説明


６．教育委員会，関係諸機関への連絡・相談・報告
	・児童・生徒の下校等の判断              ・今後の対応について

・警察，マスコミ等への対応について


７．事件後の対応
	・児童・生徒および職員への心のケア      ・安全教育等の事後指導の徹底

・施設・設備の点検，安全対策の充実      ・保護者への説明


凶器をもった不審者が侵入した場合の対処
	  事　件　発　生
     不審者が教室に乱入

	

	 【当該教室】

・防犯ブザーを鳴らす。

・隣接教室に異常事態を知らせる。

・不審者を児童に近づけさせない。
（さすまた、机，いす，スプレー）

・児童を避難させる。

  安全な位置から逃がす。
	通

報
	 　【隣接教室】

・事件発生を非常ベルで  知らせる。インターホンで職員室に連絡する。

・児童に避難を指示し誘導する。

・職員に緊急事態を知らせる。
	通

報
	　【他の教室】

 ・児童に避難を指示し、誘導する。

 ・児童の安全確保ができたら，当該教室の応援に向かう。
	       

	
	
	
	
	
	

	避 難
	
	応援

教頭等は

不審者に対処
	　　


	
	
	連絡

避難



	
	
	
	
	                避難

通報


	

	
	
	
	  【職員室】

 ・教頭は現場へ行き，状況を把握する。

 ・校長は連絡を受け，放送で全校に下記

　 の緊急避難を呼びかける。また，警察

　 へ通報する。

「竹田から城原さんがお出でです。
　至急，グラウンドにお集まり下さい。｣
	 通報
	
	 竹田警察署

 （63-2131)

 城原駐在所

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 通報
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 竹田市教育委員会

       ↓

  各学校，事務所へ

	
	
	
	
	   一報
	
	

	
	
	養護教諭


	
	状況報告


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 教職員は現場に行き，不審者に対処する｡（安全最先）

 携帯電話を所持し，職員室と連絡を取り合う｡

      　　　　　　　　　　　　(通話可能場所ならば)
	
	
	  救急車要請

119，63-0119

	
	
	
	
	
	避難

	
	
	
	
	

	  【避難場所での対応】

   養護教諭　　児童の避難を助け， 避難場所での児童の安全の確保をする｡

               負傷者の救護にあたる。

   他 職 員    児童の避難を助け，避難場所での児童の安全の確保をする｡

               場合によっては，二次避難の場所を計画する｡

	 (二次避難の必要があれば，さらに安全な場所に避難させる)



	  不審者の退去または拘束が確認された

   ･放送，携帯電話等で連絡を取り合い確認

   ･被害を受けた児童への対応

   ･下校指導を行う（保護者へ確実に渡す）
	報告
	竹田市教育委員会

	
	
	
	 (63-4816)



	
	
	
	

	
	
	   県教育委員会

	

	 【今後の対応】　　（前ページ５，６，７に同じ）

     ・被害を受けた児童の心のケア  家庭訪問の実施

     ・被害を受けた職員のケア

     ・安全教育の事後指導の徹底

     ・学校施設・設備の点検，安全対策の充実

     ・保護者への説明，報告

     ・教育委員会への相談・報告

     ・警察，マスコミ等，への対応


　　　
 ＜不審者発見時の職員マニュアル＞     
　①　不審者らしき人物を見かけたときは，直ちに校長・教頭に連絡する。   
　　  ○　校長・教頭は当該場所に即刻行き，その人物に質問等を実施する。
　　  ○　状況に応じ，警察（６３－２１３１）に連絡する。
　② 来校者をチェックする。
     ○　児童に用事があるとき・面会したいとき・迎えにきた場合は，職員室に届ける旨の
　  　 文書を玄関に掲示する。
     ○　保護者であると確認できたときは，面会理由等を確かめ児童に会わせる。　
     ○　保護者でなく児童の関係者である場合は，保護者と連絡を取り合い，確認後児童に
       会わせる。確認できないときは，児童には直接会わせない。
     ○　直接教室に行った場合は，職員室に届けるように指導する。　
     ○　不審な行動をとる場合は，職員室や隣接学級に連絡する。児童に被害を及ぼす場合は，
　  　 大声で助けを求める。防犯ブザーを押す。立ち向かわず，まず児童を逃がす。
  ③　児童が下校するまで，鍵を開けておくのは児童玄関と職員玄関のみとする。その他の
      場所は必要に応じて鍵を開ける。
＜ 児童への指導･訓練＞  
   ①  不審者が侵入して来たときを想定して，非常ベルの使い方，インターホンの使い方，大声の出し

方，その他あらゆる知らせ方を実際に訓練する。

   ②  不審者が侵入してきたときを想定して，児童に逃げ方・避難経路を指導し訓練しておく。

＜ 不審者侵入防止の３段階チェック体制＞
1 第１段階「校門」
　　　　　本校の校門には門扉がないことにくわえ、給食車や運送車等の出入りがあるため、常時の施錠が困難である。一方で、職員室や校長室及び各教室から校門を確認できる状況にあるため、目視による安全確認を行うこととする。
2 第２段階「校門から校舎入り口まで」
　第１段階同様、校舎各教室から確認できるため、目視による安全確認を実施する。併せて、死角となるものを設置しないようにするとともに、来訪者への案内表示及び部外者の立ち入り禁止表示を設置する。
3 第３段階「校舎への入り口」
　インターホン及び防犯カメラを設置する。また、入口・受付の指定を行う。

Ⅳ  感染性疾患の疑いのある児童への対応マニュアル 
 ◎緊急性の高い伝染性疾患対策
	   児童が感染症流行地域の学校から帰国・編入

   児童が感染症流行地域へ旅行後帰国

	
	

	 　　情報の収集と整理

    　　・当該児童と家族の健康状況（症状の有無）

    　　・当該国の状況，感染者（疑いを含む）との接触の可能性

    　　・当該疾患の特性等についての情報

    　　・直接対応はしない。

 　　関係機関との連携

    　　・学校医，保健所等との連携

        　　当該感染症に関する情報を収集し，その対応についての意見を聞く。

        　　豊肥保健所(平日17::00まで  0974-22-0162, FAX 0974-22-7580)

        　　大分県庁（17:00以降の夜間，休日は　097-536-1111へ）

    　　・教育委員会との連携

        　　得られた情報を教育委員会へ伝え，必要に応じて指示を得る。

	

	


    　【症状がない場合】                          【症状がある場合】
	 ・保護者の理解を得て，適当な期

　間自宅待機を依頼する。

 ・主治医や学校医の意見を踏ま

え，学校保健安全法第１９条に基

づく出席停止の措置を執る。
	
	・保護者に対して，速やかに受診させるよう

  依頼する。（受診にあたっては，医療機関

　に事前に連絡する）

・緊急対策会議の招集・開催

    状況の把握と整理

    具体的対応策の検討

    今後の方針，役割分担 等の決定

    構成メンバー

      校長．教頭．養護教諭．担任．学校医

      保健所等関係者．保護者代表 等

・緊急職員会議の開催

　  全職員で対応についての共通理解をする。
    役割分担に従って対応にあたる。

・病名の周知等については，教育委員会と十

分に協議する。

	
	
	
	

	
	

	   【他の児童，保護者への対応】
	

	・緊急対策会議の結果をもとに，当

　該感染症に関する正しい知識を伝

え，学年に応じた指導を行うと共

に，偏見などが生じないよう人権

に配慮した指導をする。

・二次感染の予防に努めるととも

に，無用な混乱をさけるため，状況に応じて，情報を提供する。
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	


    【集団発生への対応】    
	・関係機関との対応･･･ 緊急対策会議

   速やかに学校医・教育委員会・保健所へ連絡し，学校医等の意見を聞いて臨時の健康診断

   ・出席停止・臨時休業・消毒・その他適切な処置をとり，病気の蔓延を防ぐ。

・保護者への通知

   患者の発生状況や家庭でとるべきことの内容について周知し，二次感染の予防に努める。

	


【事後の措置について】　
	・緊急対策会議･職員会議

　  経過や結果について検討し，一連の対策を振り返り，学校における緊急時の体制につ

いて確認する。

・当該児童の復帰

    学習の保障や偏見などの払拭等，学校・学級で受け入れ態勢に万全を尽くす。

    必要があれば心のケアに取り組む。

・児童への指導

    児童に対し，感染予防の観点だけでなく，自分自身が感染している可能性がある場合

　　の行動の仕方等を含めた健康教育を実施する。


 ◎インフルエンザに集団感染した場合
	 　インフルエンザ罹患者が増えた，あるいは近隣の学校で増えている状況

     　　・インフルエンザ罹患の判断････医師の判断を基準とする

	

	



　　 　罹患者数が増えつつある時                           　　　罹患者数が多い時
	
	＜増えることが予想される状況＞
	
	　


	
	＜時間差登校の措置をとる場合＞
	

	＜担　　任＞

 ・学級の欠席者に電話あるいは家庭訪問で状況の

　確認をする。他の理由での欠席者との違いを明

らかにしておく。

 ・登校している児童の健康状態を観察・聞き取り

する。

 ・学級の児童の罹患状況を養護教諭に報告

 ・インフルエンザの欠席者は出席停止の扱いにする。
＜養護教諭＞

 ・全校の児童の罹患欠席数および状況･登校者の

罹患者数および状況を把握する｡

 ・罹患状況をまとめて校長・教頭に報告

 ・担任および全校児童へ，予防や感染したときの
対応等の指導を行う。

 ・資料作成（事前指導を含む）

＜学　　校＞

 ・児童の状況の報告結果をもとに校長・教頭・養

護教諭・担任を交え対応を話し合う。

 ・学校医に相談をする。

 ・教頭は家庭へ向けての文書を養護教諭と共に作

成し配布する。

 ・必要に応じて職員会議をもって対応を話し合う。
	
	 ◇対応は左記に準じる。

  ・家庭に文書を作成・配布する。

  　欠席している児童の家庭には担任

    が電話か家庭訪問で連絡する。感

　　染性の強い病気の時は，できるだ

    け児童に持って行かせない。

  ・教育委員会に報告する

  ・担任および学校で登校指導をする。     欠席・出席を確実に把握する。

	
	
	
	

	
	

	
	 
	
	＜学級閉鎖を行う場合＞
	
	

	
	
	 ◇ 対応は左記に準じる。

  ・インフルエンザ罹患者数が３割以

    上の場合とする。

  ・学校医と相談する。

  ・教育委員会へ文書報告する。

  ・給食調理場等へ連絡する。

  ・担任は家庭訪問して，児童の状況

    確認と指導を行う。
	

	

	 ◎ その他の感染性のある病気に児童が罹患した場

　　合は上記のマニュアルに準じる。


	
	  ＜臨時休業の場合＞
	

	
	 ◇基準

  ・学級閉鎖が３学年にまたがる場合とする。

 ◇対応は上記に準じる。


　◎新型コロナウィルス感染拡大防止対応について（簡易版）
　　　　※詳細は別冊「新型コロナウイルス感染防止マニュアル」参照
	 　学校における「新しい生活様式」を導入し、感染およびその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、子どもの学びを保証し、教育活動を継続していくため、以下のように対応します。

	


【具体的な対応】
１．児童の体調把握　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・毎朝検温をし記録カードに記入して学校に提出。
　　　　⇒（担任）朝、確認する。⇒（養教）全校のとりまとめ⇒管理職へ報告
　・登校前に検温していない児童については，朝、保健室で検温をする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（非接触型体温計を使用）
　　　＊発熱、体調不良等が見られる児童については、保健室または別室で対応し、　　　　　　保護者に迎えに来ていただき自宅での休養をお願いする。　　　　　
　　・発熱等の風邪症状、味覚嗅覚異常等の自覚症状がある場合は休むようお願いす　　　　　る。（出席停止扱い）
　　　＊レベル2・3の地域となった場合は、同居家族に発熱等の風邪症状が見ら　　　　　　　　れる場合も同様とする。
　　　
　
２．教育活動における感染予防～【密閉】【密集】【密接】を避ける。
　　①換気に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・教室や廊下等の窓は１０㎝から２０㎝を目安に対角に開けておく。閉切りの場合も１時間の授業終了ごとに５~１０分の換気を行う。
　　　・エアコン使用時は、1時間の授業終了ごとに、５～10分間の換気を行う。　　　　　　※無風の場合は扇風機等を活用すること　　　　
　　②手洗い・咳エチケット等に関すること
　　　・こまめな手洗い（石鹸で20秒以上）、うがい、咳エチケットを徹底する。
・マスクの着用は原則求めないが、給食の準備時や体調に不安を感じる際は着用を　推奨する。
・手拭き用ハンカチ、タオルを必ず持参させ、毎日持ち帰らせる。持ち物には記名
の上、貸し借りをしないように指導する。　　
4 密集への対応に関すること
　　　・学校における教育活動において、前後左右１mを目安に間隔をあける。
・感染リスクの高いとされる活動を行う際には、大きな声での発声を避ける、ある
　      
　　◆感染リスクの高い教育活動の具体例(太字は感染症対策後もリスクが高いと考えられる活動)
　　・児童が長時間、近距離で対面形式となるグループ学習。
      ・近距離で一斉に大きな声で話す活動。
      ・身体の接触を伴う活動。 
      ・理科での、児童が近距離で活動する実験や観察 
      ・音楽での、児童が室内で、近距離で行う合唱や合奏、およびリコーダーや
　　　　鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏。 
   　 ・図工等での、児童が近距離で行う共同制作や表現の鑑賞。
      ・家庭科での、近距離で行う調理実習
    　・体育での、児童が密集する運動や組み合ったり接触したりする運動。
　　　
　  ◆その他の配慮事項
・教師は、声量を抑えて発言するようにする。
  ・学習用具の共用は避ける。ただし、共用物である楽器やボールなどを使用
　　 　した場合は必ず手洗いを行う。
　　　　
　　⑤給食指導に関すること　
　　　・給食前は必ず手洗いを行う。
　　　・給食当番は食器等の運搬･つぎ分けを行う。
　　　・座席は距離をとり（１ｍ程度）、換気を心掛ける。　
　　　・大きな声での会話は控える。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．心のケアに関すること
　　　・不安や恐怖を感じている児童生徒については、担任を中心に教職員が丁寧に　　　　　　話を聞いたり、早急にＳＣに繋げたりする。　　
　　　・新型コロナウィルスに関するデマ等からの、差別、いじめ、風評被害を絶対　　　　　　に許さない指導の徹底をする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
４．職員に関すること
・職員は、直接児童に接する立場にあることから、体調管理に努める。
・出勤前の検温を実施し、発熱･強い倦怠感･息苦しさ･味覚嗅覚異常等の自覚症状がある場合は出勤しない。
・児童やその保護者、教職員の個人情報に関しては、十分に配慮し絶対に洩らさない。
Ⅴ．セクシャル・ハラスメント発生への対応
１．セクシャルハラスメントの定義
　（１）セクシャル・ハラスメントとは，他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び

　　　　職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

      　　　　       
  （２）職場におけるセクシャル･ハラスメントの内容

      ○　対価型セクシャル・ハラスメント

            職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその労働

　　　　　条件につき不利益をうけるもの

　　　＜典型的な例 　教育現場における事例＞

        ①　学校内において校長が職員に対して性的な関係を強要したが，拒否されたため　　　　　　当該職員に不利益な労働条件を与えること

        ②　出張中の車内において上司が女性職員の腰，胸等に触ったが，抵抗されたため

　　　　　当該職員について，不利益な配置転換をすること

　      ③　学校内において校長が日頃から職員に係る性的な事柄について公然と発言して

　　　　　いたが，抗議されたため当該職員に対し人事上不利益な扱いをすること

      ○　環境型セクシャル・ハラスメント

            職場において行われる性的な言動により職員の就業環境が不快なものとなった

　　　　　ため，能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該職員が就業する上で看過できな

　　　　　い程度の支障が生じるもの

       ＜典型的な例 　教育現場における事例＞

        ①　学校内において職員が，他の職員の腰，胸等に度々触ったため，当該職員が苦痛

　　　　　に感じてその就業意欲が低下していること

        ②　同僚が学校の内外に職員に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布した

　　　　　ため，当該職員が苦痛に感じて仕事が手につかないこと

        ③　職員が抗議しているにもかかわらず，職員室内にヌードポスター等を掲示してい

　　　　　るため，当該職員が苦痛に感じて業務に専念できないこと

２．基本的対応
   （１）相手が大人の場合
	当該職員

	
	
	  事実確認･指導･処分等

	被害者

発生現場

第一報告者
	
	
	
	 竹田市教育委員会

       （63-4833)

 竹田教育事務所

        (63-2103)

 警察署 (63-2131)

	
	
	校長（教頭）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 ケア
	全校教職員

(緊急職員会議)
	
	
	

	 SC・ 医師

相談員
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	マスコミ等


 （２）相手が児童の場合
	被害児童
被害児童保護者
	
	当該職員

	
	
	
	
	 事実確認･指導･処分等



	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	竹田市教育委員会

（63-4833)

竹田教育事務所

(63-2103)

警察署 (63-2131)

	 ・スクールセクハラ

 　相談窓口

 ・担任等
	
	スクールセクハラ防止委員会
校長・教頭・人権教育主任
養護教諭・SC等
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  ･事実確認

  ･職員への指示

  ･外部との対応

　･記録，報告
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	 ＳＣ・ 医師・相談員
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	マスコミ等

	
	
	全校教職員
(緊急職員会議)

	ＰＴＡへの対応
	
	
	

	
	
	

	
	
	･状況説明

･連絡(校内，外部)

･対策

･児童への対応とケア

･職員研修

	


３．防止策
①　職場における徹底した研修を行い周知啓発することと機会あるごとに外部の研修等へ参加し，職員自身の意識改革を行う｡ 本人の受け止め方には個人間で差があり，親しさを表すつもりの言動でも，相手に不快なおもいをさせてしまうことがあることを職員一人ひとりが十分認識しなければならない｡
②　人権に配慮し，性別に関する固定観念を破り，意識の高い教職員集団になるように努める。
③　職場内の職員全員で職場環境や慣習の改善に努力するとともに，職場内でのそのような言動を見逃さないようにする｡
④　そのような言動があった場合に，不快に感じる場合は一人で問題や不満を抱え込まず解決できるよう， 職場内で相談できる相談体制，人間関係や信頼関係を常につくっておく。
⑤　児童に対するセクシャル・ハラスメントの場合は，実態が明らかにされにくいため，絶えず職員と保護者が連携を強め情報が迅速につたわるようにしておくことと、児童が相談をしやすい体制と信頼関係づくりをしていく｡
⑥　施設，設備の施錠を徹底する。（更衣室の施錠，密室になりやすい部屋の施錠）       
Ⅵ  生徒指導上の問題発生時の対応     
１．問題行動への基本的対応
    （万引き，窃盗，傷害，いじめ，飲酒・喫煙，家出，その他）

	   
	当該児童生徒
	                        

	
	
	
	 学校受信者：いじめ相談窓口(教育相談CD・生徒指導主任)

	
	発生現場

第一発見者/報告者
	       
	 
	
	 マスコミ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　　　報告
	
	
	

	
	校長
(教頭)
	速報・報告
	教育委員会

教育事務所

	 
	事実確認･対応･指導
担　　任

　　生徒指導担当
	
	
	
	
	

	保護者
	
	
	
	
	  　　報告


	

	
	 連絡

家庭訪問
　　　　
	
	 指示      
　　　　　記録


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 関係機関

	
	職員会議
 教職員全体の共通認識

 対策検討 
 対応の共通理解
	 報告

  対策検討
	 協力依頼
	警察 関係する店の人 等消防 病院 
PTA会長 等

	
	
	
	
	
	

	ＰＴＡ
	
	
	児
	
	

	
	
	
	童

へ
	学年集会

全校集会
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 竹田中学校区

　青少年健全

　　　育成協議会

	               
	
	
	の
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	学級への指導

保護者への説明
	対    応
	
	
	
	

	
	
	 指導
	
	

	
	


 　◇対応は，「Ⅰ．Ⅱ．学校事故に備えて･･･配慮点，留意点，事後措置等」の基本的対応と同じ。

　 ◇児童の人権に配慮して，誠実に対応する。

２．不登校への対応
	  本  人

  家  族
	 通所指導  家族支援

 個別相談  家族面接
	教育相談CD　　SC  SSW
地域児童支援生徒支援CD

専門機関 教育センター

フリースクール等

相談員，医師 等

	
	
	 　        ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
	

	
	　友だち

	
	
	
	
	

	
	
	          信頼関係
	 家庭訪問
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 級友
	
	 
	
	           
	

	
	
	
	
	 担  任
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	全職員　職員会議･研修
児童理解，生徒指導についての話しあい
	
	養護教諭
	
	校 長
教 頭
	
	ケース会議
	

	
	


３．特別支援教育が必要な児童への支援
	本人

家族
	  通所指導  家族支援

  個別相談  家族面接
	専門機関 教育センター

特別支援教育コーディネーター

巡回相談員,保健所,医師 等

	
	
	 　        ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
	

	友だち
	
	
	
	
	

	
	   信頼関係
	 家庭訪問
	
	
	

	
	
	級友
	
	学　級

担　任
	
	

	
	
	
	
	
	         

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 教

 育

 相

 談

 体

 制
	　全職員

　職員会議・研修

 児童理解・生徒

 指導についての検討
	
	 養護教諭


	
	  校 長

  教 頭


	
	 ケース会議
※特別支援教育

　コーディネーター


	

	
	


Ⅶ　職員の事故発生時の対応
１．公務災害の場合
	当該職員
	
   　　応急処置

	
	
	

	教育委員会

Tel６３－４８３３

fax ６３－２３７３
	
	校　長（教　頭）
	
	養護教諭

	
	
	
	 　連　絡　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	教育事務所

Tel６３－２１０３

fax ６３－２１０７
	
	
	
	
	全教職員
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	竹田警察署

Tel６３－２１３１
	
	救急車要請

竹田市消防本部

Tel６３－０１１９
	
	志賀内科

Tel６３－２０８３


　２．交通事故の場合
	当該職員・家族
	
	被害者（あれば）

	
	
	

	

	 教育委員会

 　Tel６３－４８３３

   fax ６３－２３７３
	
	校　長   教　頭
	
	職　　員
	 

	
	
	
	
	    指示
	
	

	
	
	
	
	
	
	※見舞い

  　 連　絡

  　 支　援
	

	教育事務所

   Tel６３－２１０３

   fax ６３－２１０７
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 速報・事後報告
	 招集

	 
	
	
	　緊急職員会議

  ・事故の概要報告，現状把握

  ・さしあたっての学級の児童への対応

  ・児童，保護者へのお知らせ

  ・連絡，支援体制づくり，お見舞い

  ・警察，マスコミ対応            　　その他

	


　３．速報・報告書等
	速報（電話・FAX）
　　日時

　　場所

　　関係者氏名

　　事故の概要

　　けが等の様子　
	
	事故報告書（文書）
　　件名

　　発生日時・場所

　　当該職員名

　  事故概要

    学校長の対応

    校長の意見

    今後の課題
	
	その他書類　　　　　　　　

　　始末書

　　顛末書

　　労災関係

　　  公務災害認定等申請

    ＰＴＡ災害補償

    加入損害保険会社への連絡

	


　４．学校としての対応と課題
     （１）職員の共通理解と同一対応

     （２）警察・マスコミへの窓口の一本化

     （３）事故原因の追及・検証

     （４）事故防止の対策

         ①　事故原因解決への努力

         ②  全職員での交通事故防止の申し合わせ事項づくり

         ③  事故の未然防止への指導体制確立

　　　　 ④  ゆとりのある運転のできる生活への転換　等

     （５）意識化・行動化を図るための校内研修の実施

         ①　講師を招いての講話設定

         ②  職員参加型の研修会の実施

         ③  一人ひとりの事故防止の決意

Ⅷ　登下校時の安全について
　　昨今の状況を見ると，児童の登下校では，交通事故・つれ去り事件(誘拐)・通り魔事件 等，事

　故・事件に遭遇する可能性がある。

　　城原小学校としては，事件･事故を未然に防ぐこと・不幸にして遭遇した場合に被害を最小限に

　防ぐこと，職員は迅速かつ組織的対応で事件・事故の影響を最小限にくい止め，地域・保護者の

　信頼を失うことなく児童の学習活動がスムーズに行えるよう努めることが必要である。

　　そのため，日頃から登下校の安全確保について，全職員でマニュアルにそって共通理解してお

　かねばならない。

	  １　児童の安全教育について


（１）登下校時の安全についての指導
　　①　交通事故防止についての指導
　　　○　交通事故に遭わないように，｢交通安全教室｣や｢学級指導｣「地区児童会」等で交通安全

        指導を行う。

　　　　　・　交通ルールを確認させる。

　　　　　・　交通ルールを意識して，自転車・歩行の実地練習を行う。

　　　　　・　保護者の協力を得て，ヘルメットの着用を徹底する。

　　　　　・　自転車は校区内で乗ることを保護者にも周知する。

　　　○　毎月一回登校時に，ＰＴＡ会員と教職員で街頭交通指導を行う。

  　②　つれ去り事件等にあわないようにするための方法の指導
  　　○　複数下校の徹底をする。

  　　　・　通学路マップにある道路を帰る。

  　　　・　一緒に帰る人を決め，必ず一人では帰らないようにする。

  　　　・　担任は，誰が誰と帰るか知っておく。

  　　　　※放課後児童クラブ・スポーツ少年団・治療等で日頃と帰宅の時刻・コースが違うこと

 　　　　　を把握しておく。

  　　　　　　また，それによって，一人で帰る子が出ないか掴み，その子の他の帰宅方法を考

            え，家庭にも知らせておく。

  　　　・　高学年が低学年の世話をするように指導する。

	 　◆命を守るための訓練～～「いか・の・お・す・し」
 　 ①　不審者から声をかけられた時の訓練

　　　「どこに帰るの。車に乗せてあげようか。」

　　　「△△さんのうちはどこですか。教えてくれないかな。」

 　　　＊　はっきり断る。車に近づかない。相手と距離をとる。

 　　　＊　家族や先生に早く知らせる。

 　　　＊　子どもを騙す言葉や方法について知らせる。

　　　「お母さん（お父さん）が事故（急病）にあった。急いで病院に行こう。」

　　　「お母さん（お父さん）に，迎えに行くように頼まれた。急いで。」

　　　「このカード（お菓子）欲しくない。あげるよついておいでよ。」

 　　　 ＊　腕を掴まれた時の方法について考える。

 　　　 ・　腕を掴まれたら，大声を出し，不審者がびっくりしているすきに逃げる

　　　　・　大声を出す方法を知り練習をする。

　　　　　　□「大声」の意味と，使って良い場（危険回避のため）をおさえる。

　　　　＊　不審者が車を利用していれば，ナンバーを覚える。（深追いしない。）

　　　②　１１０番通報の仕方を教える。

　　　　＊　本当に大事な時にだけ通報するように指導する。

　　　③　子ども連絡所の場所を教える。近くに無いときはどこの家でも飛び込むよう

　　　　　に教える。助けを求める言い方も練習する。

　　　　＊　郵便の集配車・ガソリンスタンドも，子ども連絡所をしてくれることを知

　　　　　　らせる。




③新たな危機事象:弾道ミサイル発射に係る対応についての指導
  弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合は、Jアラート等により情報伝達される。弾道ミサイルが着弾した際は、爆風や破片等による危険が想定されれため、それらから

　身を守る行動について指導する。






	２　家庭との連絡・連携


　（１）日常の連携
　　　①　文書やＰＴＡ集会等で，登下校等の児童の安全確保についてお願いする。

　　　　○　通学路マップにある危険箇所を学校（地区担当）と地区理事とで確認し，子どもの見

          守りに生かせるようにする。　

      ②　保護者・地域の方々と連携し，児童の登下校の安全を確保する。

　　　③　地域の方に，子どもの見守り・子ども連絡所の設置の依頼をする。

　　　　○　子ども連絡所の方には，前を通る子どもをお知らせし，特に見守りをお願いする。

　    ④  保護者の同意を得て，緊急時の連絡先と連絡方法を確認しあっておく。

　　　　○　留守の時に備え，差し支えなければ家以外の連絡先や携帯電話の番号等を知らせても

          らう。＝　緊急用（在保健室）の連絡先を利用して，連絡する。

　　　　○  情報の管理･秘密の厳守について配慮をする。

    　⑤　親と子どもの連絡方法を確認しておくようお願いする。

    　⑥　保護者から家族等が学校に迎えに来る旨の連絡があった場合は，教職員が立ち会って迎

        えに来た人を確認した上で下校させる。

    　⑦　近隣の学校で声かけ事件や不審者が現れる事案など発生した場合は，緊急の文書で保護

        者に知らせ，注意を促す。

	　３　事故発生時・緊急時の対応



　（１）学校に事故・事件発生の連絡が入った時の対応
　　　①　事故・事件発生の第一報を受けた時の対応

　　　　○　電話で受けた場合

　　　　　・　校長（不在のときは教頭）が側にいれば電話を代わる。

      　○　人が学校に知らせに来た場合

　　　　　・　校長に知らせ，校長が面会する。

　　　　　・　校長不在の時は，情報を的確に聞き，校長(不在のときは教頭)に事実のみを正確に 　　　　　　　報告する。特に場所は正確に聞き取る。

　　　②　すぐに家庭と連絡を取る。

　　　③　校長・担任は現場にかけつける。（校長不在の場合は教頭）

　　　　※　児童が病院に搬送された場合は，事故現場確認は安全教育担当が行う。

　　　④　教頭は学校で待機し，保護者・担任，関係機関と連絡を取り合えるようにする。また，

        近隣の学校へ，急ぎ状況を知らせる。（教頭不在の場合は他の教職員）

    　⑤　事件・事故対策本部を設け，警察や保護者･関係諸機関との連絡･対応にあたる。

　　　⑥　当該児童の保護者との連絡は，人権・プライバシーを尊重し誠意をもって対応する。

        状況に応じて見舞い・家庭訪問等を行う。

　　　⑦　必要があれば緊急ＰＴＡ役員会を開いて相談し，ＰＴＡ集会または文書で全校保護者へ

        の説明・経過報告・登下校の安全確保のための体制の依頼等を行う。

　　　⑧　マスコミとの対応は校長が当たる。連絡調整は教頭があたる。

　（２）事故発生後の児童への指導
　　　①　全校集会・学年集会・学級活動等で事実を説明し指導する。必要な場合は心のケアを行

        う。

　　　②　登下校時の安全指導を再度徹底する。訓練や複数下校等を行う。必要があれば，保護者

        や地域の方々に協力をお願いして登下校の付き添い等をしてもらう。

　　　③　心のケアで必要があれば，相談活動・カウンセリング等の場を設置する。

　（３）教職員の対応
　　　①　職員会議を持ち，全職員で事故発生からの状況・情報を確認し，対応についての共通理

        解をする。

　　　②　当該児童・保護者への対応は担任が中心となって行う。

　　　③　警察との協力・連携，教育委員会・教育事務所等の連絡については校長・教頭が中心と

        なって行う。

　　　④　ＰＴＡ・保護者への説明は，教職員とＰＴＡ役員が連携して行う。

　　　⑤　事後の対応を行う

　　　　○　事故発生防止のための手立て，指導・安全確認等について徹底する。

　　　　○　緊急時の連絡体制の確認を行う。

Ⅸ　インターネット上の被害への対応
１．コンピュータネットワークに関するガイドライン
　本ガイドラインは、城原小学校におけるインターネット利用を含むコンピュータネットワーク利用　に関する内容に適用される。

　１．利用の目的

　（１）教育用コンピュータ

　　①情報の発信や受信

　　　　総合学習及び特別活動や授業等での学習成果を、学校Ｗｅｂページで受信したり、学校の様　　　　々な取組に対する意見を聞いたりすることにより、情報活用能力を育成する。

　　②情報の検索及び収集

　　　　Ｗｅｂページ・電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質　　　　問を送信したり受信したりする等、児童の学習活動において、情報収集の一つの手段として利　　　　用を図る。

　　③学習教材作成

　　　　Ｗｅｂページ・電子メールを利用して日頃の学習で活用できるデータを収集加工するなどし　　　　て教材づくりに活用する。

　　④国内及び国際交流

     　 Ｗｅｂページ・電子メールを利用して、他校の児童や様々な地域の人々との交流を行う。

　（２）教務、事務用コンピュータ

　　①教育事務全般の事務処理

      　教務、学級事務、学校事務等、学校教育に関する様々な事務処理を行う。

　　②情報の検索及び収集

　　　　Ｗｅｂページ・電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質　　　　問を送信したり受信したりする等、情報収集の一つの手段として活用する。

　　③学習教材作成

　　　　Ｗｅｂページ・電子メールを利用して日頃の学習で活用できるデータを収集加工するなどし　　　　て教材づくりに活用する。

　　④情報の管理及び活用

      　教科指導や児童の学習状況に関するデータ及び教務、学級事務、学校事務等、学校教育に関　　　　する様々なデータの管理を行うとともに、児童の指導に活用する。

　２．利用資格

　　城原小学校ネットワークは、以下の項目のいずれかを満たすユーザーを対象とする。

　（１）教育用コンピュータ

　　　　・城原小学校の児童

　　　　・城原小学校の教職員

　　　　・その他、校長が認めた者

　（２）教務、事務用コンピュータ

　　　　・城原小学校の教職員

　　　　・その他、校長が認めた者

　３．教職員利用規程

　（１）利用時間及び利用方法

　　　①パソコン教室の授業利用にあたっては、同一時限に複数学年の使用が考えられるため、担任　　　　　は事前に調整後に実施すること。

      ②事務用コンピュータの利用にあたっては、その共有性を考慮し、職員間で使用時間を調整す　　　　　ること。

　　　③教材研究等のためのインターネット利用は、授業利用の時間確保のために制限することがあ　　　　　る。

　　　④児童の利用時間は、本校教職員指導のもと、授業時間内及び許可された時間に利用する。そ　　　　　のほかの時間は利用を禁止する。

　（２）禁止される行為

　　　　　　城原小学校ネットワーク利用に関しては、ユーザーの利益・権利の保護と有益なサービスの提供のために、以下の行為を禁止する。これらの行為は法令に触れる項目もあり、以後の利用を停止する場合がある。

　　　①個人的な情報発信や営利目的のためのネットワーク利用。

　　　②公序良俗、法令等に違反する行為を目的とした利用。

　　　③犯罪的行為に結びつく行為。

　　　④他人の知的所有権や著作権を侵害する行為。

　　　⑤他人の財産・プライバシーを侵害する行為。

　　　⑥他人に不利益を与える行為。

　　　⑦他の個人や団体を誹謗嘲笑する行為、差別的な表現。

　　　⑧城原小学校ネットワーク管理業務を妨げる行為。

　　　⑨chain mail等のインターネットシステムを破壊する行為。

（３）注意事項

　　　　教職員が個人的に電子メールやホームページ等で情報を発信する場合においても、地方公務員法第３４条に規定する守秘義務を遵守するとともに、学校教育に係る教育活動によって得た個人に関する情報をみだりに発信することのないように留意すること。

　　　　インターネットは誰もが情報発信できるシステムであるため、インターネットで得た情報が全て「正しい」とは限らないことを十分認識すること。

　　　　有料データベース・オンラインショッピング等の利用はしない。

    　　データの保存にあたっては、コンピュータに内蔵されている記憶媒体には保存せずに、指定された記憶媒体に保存すること。

（４）利用の停止

　　　　利用規程に違反した場合、ネットワーク利用を停止することがある。

（５）児童及びネットワークの安全のために

　　①児童が有害情報に触れないように、また有害情報を発信することがないように、児童の利用に　　　　あたっては担当教職員が付き、ネットワーク状況を把握した状態で行いこと。

　　②電子メールやホームページ等による情報の発信にあたっては、児童や関係者の氏名・生年月日　　　　・住所・顔写真等の個人情報は原則として発信することのないように留意する。ただし、教育　　　　上の効果を期待できる場合で、児童本人及び保護者の同意が得られる場合には、情報教育担当　　　　者、さらに校長の決裁を受けた上で各教職員に公開した後に発信することができる。

　　③ネットワーク上における通信記録は悪意のあるアクセスから守るため及び保守管理の観点から　　　　全て記録されているので、トラブルが生じた場合には直ちに使用したコンピュータ名及び使用　　　　時間を情報教育担当者に連絡すること。

（６）ネットワークの安定した運用のために

　　①ネットワークに繋がったコンピュータは、自分だけが利用するものではない。システムやアプ　　　　リケーションそのものの状態がネットワークに支障を来さないよう各自のコンピュータを管理　　　　すること。

　　②ネットワークやコンピュータの積極的な利用は歓迎するが、各コンピュータ、各ＯＳごとに操　　　　作の違うところもあるので、マニュアルや参考書を読む等に努め、より安定したネットワーク　　　　の運用に心がけること。

　　③公的なネットワークであるため、ホームページ等の通信記録は常に情報教育担当者及び校長に　　　　て管理されるものとする。

　　④コンピュータウイルス防止のために、学校はもとより家庭で使用のコンピュータにもウイルス　　　　対策ソフトを導入し、常にアップデートを行い最新の状態にしておくこと。

　４．児童利用規程

　（１）利用時間及び利用方法

　　①城原小学校ネットワークの利用時間は、授業時間及び担当教職員から許可され適切な指導があ　　　　った場合に利用できる。

　　②インターネットは授業又は学校活動に関連した内容で目的を明確にした上で利用ができる。

　（２）禁止される行為

　　　　　　城原小学校ネットワークの利用に関してはユーザーの利益・権利の保護と有益なサービスの提供のために、以下の行為を禁止する。これらの行為は指導の対象となり、以後の利用を停止する場合がある。

　　①個人的な情報発信や営利目的のためのネットワーク利用。

　　②公序良俗、法令等に違反する行為を目的とした利用。

　　③犯罪的行為に結びつく行為。

　　④他人の知的所有権や著作権を侵害する行為。

　　⑤他人の財産・プライバシーを侵害する行為。

　　⑥他人に不利益を与える行為。

　　⑦他の個人や団体を誹謗嘲笑する行為、差別的な表現。

　　⑧城原小学校ネットワーク管理業務を妨げる行為。

　　⑨chain mail等のインターネットシステムを破壊する行為。

　　⑩指導者を通さずにメールの発信や情報公開をすること。

　（３）利用の停止

　　　　　利用規程に違反した場合、ネットワーク利用を停止することがある。

　（４）自分自身の安全のために

　　①電子メールやホームページ等による自宅住所、電話番号等の個人情報を書いてはいけない。

　　②やむを得ず連絡先を伝えなければならない場合には、事前に担当教職員に連絡し、学校を宛先　　　　にすること。

　　③特に本人、保護者、校長が認めた場合を除き、個人が特定できるような情報を発信してはなら　　　　ない。

　　④ネットワーク上における通信記録は悪意のあるアクセスから各自を守るため及び保守管理の観　　　　点から全て記録されているので、トラブルが生じた場合には直ちに使用したコンピュータ名及　　　　び使用時間を担当教職員に連絡すること。

　（５）ネチケット

　　①ネットワークにおいては、コンピュータの画面の向こうに人間がいることを忘れてはいけない。　　　　コンピュータを媒体とした人間社会と何一つ変わらないことを理解しておくこと。

　　②ネットワーク社会は多くのボランティアによって支えられていることを理解し、自らもその一　　　　端を担うことを目指すこと。

　　③ネットワーク上は多くのエチケットが存在する。（それを「ネチケット」という）教職員や有　　　　識者（外部を含む）から指摘を受けた場合には素直に従い、正しいルールとマナーを身につけ　　　　るように心がけること。

　（６）ネットワークの安定した運用のために

　　①ネットワークに繋がったコンピュータは、自分だけが利用するものではない。システムやアプ　　　　リケーションそのものの設定を変更してはいけない。

　　②ネットワークに繋がったコンピュータの電源を切る時は、必ず使用していたアプリケーション　　　　ソフトを終了させてから電源を切ること。使用したキーボード、マウスその他の周辺機器は必　　　　ず所定の位置に戻す。なお、操作中に異常や問題が生じたときにもすぐに電源を切ったり、リ　　　　セットしたりせず、担当教職員に連絡する。

　　③ネットワークやコンピュータの積極的な利用のため、マニュアルや参考書を読む等に努め、よ　　　　り安定したネットワークの運用に心がける。

    ④自宅から持ってきたフラッシュメモリ、ＣＤ、フロッピー等の媒体を許可なく校内コンピュー　　　　タに接続しない。

　　⑤コンピュータウイルスを発見した場合は、すぐに担当教職員に届け出ること。

　５．Ｗｅｂページ作成・公開に関する規定

　（１）作成並びに公開責任者

　　　本校Ｗｅｂページの内容については、職員会議で十分審議し、学校長の責任において公開する　　　ものとする。

　（２）公開内容の審議

　　　児童や教職員が公開するために作成したページは職員会議の承認を得て公開する。

　（３）公開内容の登録更新

　　①担当者は常時Ｗｅｂページの修正、更新を行う。

    ②児童並びに教職員からのＷｅｂページの修正、更新の要望はできる限り対応する。

　　③Ｗｅｂページ場の倫理、法令、教育上から不適当と思われる内容が発見された場合は、担当者　　　　に報告し職員会議で審議して速やかに削除又は訂正を行う。

　　④公表するデータは著作権法などの法令や条例に触れないようにする。

（４）児童並びに教職員のプライバシーの保護

　　①個人の名前、写真、住所などプライバシーに関する情報は原則として登録しない。

　　②個人が特定できる写真の公開は特に注意を要する。やむを得ず公開する場合は、教職員の場合　　　　は当該本人、児童の場合は児童本人とその保護者の了解を得て慎重に審議した上で登録する。

　　③行事や学級などの集合写真の氏名の扱いも前二項に準ずることとする。

    ④個人情報については「竹田市個人情報保護条例」及び「竹田市立小中学校個人情報保護規定」　　　　の定めに準じた取扱をすること。

　（５）著作権の主張

　　①「Ｗｅｂページ」に城原小学校の著作権を主張する旨を明記する。

　　②作文や絵画などの児童作品においても児童の著作権を明記する。

　　③明記の内容

　　　　・著作権者名

　　　　・製作（又は応募）年月日

　　④上記内容を作品の近くに添える。

　（６）トラブル発生時の対応

　　①Ｗｅｂページの公開によりトラブルが発生した場合は職員会議に諮る。

　　②必要に応じて、教育委員会や教育事務所、県教育センター等の指示・指導援助を要請する。

　６．電子メールに関する規定

　（１）管理

　　①学校宛に届いたメールは、定期的に学校長に内容を報告する。ただし、職員宛にどいたメール　　　　は除く。

　　②学校宛に届いたメールへの返信は、学校長の許可を得て返信する。

　　③学校宛のメールは担当者（教頭）が管理する。

　　④児童のメールの送受信に関しては、指導者の下で行い、児童宛に届いたメールは指導者が扱い　　　　を判断し、判断に迷うような内容があったときは、必ず学校長に相談する。

　（２）プライバシーの保護

　　①児童の写真や氏名、趣味、特技などの個人情報は、相手が特定できるような場合に限り情報を　　　　発信してもよい。ただし、住所、生年月日、電話番号は発信しない。

　　②送られてきたメールの内容についてＷｅｂページ場で公開する場合は、発信者の了解を得てか　　　ら掲載する。

　

　（３）注意事項

　　①情報発信のマナーやモラルを守らせ、誹謗中傷や虚偽の表現をさせない。

　　②人権に配慮し、不適切な表現をさせない。特に、身体、性別、学歴、出身、民族、宗教、病気　　　　等にあたっては十分配慮する。

　　③発信者が特定できないメールを受け取ったら、開かずに担当者に知らせる。

　７．コンピュータウイルスへの対策と進入したときの対処

　（１）コンピュータウイルスの侵入を防ぐために

　　１）教育用及び教務、事務用コンピュータ

　　　①ウイルス対策ソフトを毎日更新し、最新の状態にする。

　　　②定期的（最低一ヶ月に一度）なウイルスチェックを行う。

　　　③ＯＳの定期的（最低一ヶ月に一度）な更新を行う。

      ④上記の記録表を作成し、担当者が記入する。

    ２）個人所有のコンピュータ・・・原則使用禁止
　　　①個人所有のコンピュータについては必ずウイルス対策ソフトを導入する。

　　　②ウイルス対策ソフトを毎日更新し、最新の状態にする。

　　　③定期的（最低一ヶ月に一度）なウイルスチェックを行う。

　　　④ＯＳの定期的（最低一ヶ月に一度）な更新を行う。

　　　⑤個人所有のコンピュータを業務に使用する場合は、使用申請を行い、校長の許可を得てから　　　　　使用すること。

　　　　申請を行うことのできるコンピュータは、上記①～④の条件を満たすことのできるものに限　　　　　定することとする。

      ⑥上記②～④の記録表を作成し、記入する。

　　　⑦校長の使用許可を受けていないコンピュータは校内ネットワークに接続しない。

    ３）外部記憶媒体の取扱

　　　①校長の使用許可を受けていないコンピュータで使用した外部媒体を校内ネットワークに接続　　　　　しない。

　　　②児童が家庭から持ち込んだ外部媒体を校内ネットワークに接続させない。

　　　③外部記憶媒体を校内ネットワークに接続するときは、管理職の許可を得る。

    　④外部記憶媒体を校内ネットワークに接続するときは、ウイルス対策ソフトを最新の状態にア　　　　　ップデートしてからウイルスチェックを行い、未感染を確認してから使用する。

　（２）ウイルスが発見された場合の対応

　　①迅速に学校全ての端末をネットワークから切断する。（ＬＡＮケーブルを外す）

　　②速やかに学校（市教育委員会）から県教育センター情報教育部に連絡し、指導に従い適切な措　　　　置を講ずる。

　　③ネットワーク導入（保守）業者等に対して、切断した状態で全ての端末を調査させ、感染の有　　　　無を確認させる。

　　　・感染が確認された場合、端末の特定とウイルスの駆除を行い、その後端末のアップデートと　　　　　ウイルス対策を適応させる。

　　　・感染が確認されない場合も、端末のアップデートとウイルス対策を適応させる。他のネット　　　　　ワークへの感染を防止するためにルータ設定が必要な場合もある。

　　④上記の全作業が終了したことを確認後、大分県教育センター所長へ報告を行う。

　　　・学校→市教育委員会→教育事務所→県教育センター所長へ報告及び接続要請（文書）

    ⑤大分県教育センター所長からの接続許可により、学校のネットワーク再接続が認められる。

２．インターネット上の犯罪被害への対応
　近年、児童を脅かす犯罪被害として、インターネットを介した事案が多く発生しており、特にSNSに起因する被害は多様化・深刻化している。

　こうした被害を発見した場合は、早急な対応が必要になる。






（１）未然防止のために
   
　　　                           双方向の指導

                                                      　

（２）早期発見・早期対応のために
○学校・家庭･･･メールを見たときの表情の変化、友だちとの関わりの変化など、小さな変化を見逃さない(躊躇なく問いかけをする）

○関連機関と連携し、ネット上の書き込みや画像等の対応(削除等)を行う。


    《書き込み等の削除の手順》



  （３）重大事態への対応について
　　　　○『Ⅵ　生徒指導上の問題発生時の対応』による。　

Ⅹ 学校事故・事件等におけるマスコミへの対応     
１．基本的な視点
 （１）取材申し込み等の外部との連絡窓口は、教頭に一本化する。

 （２）取材場所、取材時間を取り決める。

         ・授業、教育活動に支障のない範囲で進める。

 （３）記者会見を設定し、個々の報道各社個別の取材に応じないようにする。

 （４）電話での取材には、内容等の誤解を招く恐れがあるので、原則として応じない。

 （５）児童の人権・教育活動の保障を常に考えて対応する。

 （６）取材場所・会見場所は校長室・会議室等を使用し、校内の自由な取材は許可しない方

　　 　向で進める。

 （７）トラブル、誤解等の防止のため、２名以上で対応する。

 （８）あらかじめ予想される質問を考え、応えられるように準備して臨む。

２．取材・記者会見の前に
 （１）マスコミが学校に来る前に、職員で速やかに対応について協議する。

     ・　事実確認と把握

     ・　教頭は初めからすべて克明に記録する。

     ・　全職員の共通理解（事実関係確認、学校の対応、対策･指導の方針等）

     ・　関係児童・職員への対応

     ・　関係機関への連絡

　　　　（教育事務所・教育委員会への報告をし、指示･応援をあおぐ）       
　　 ・　関係児童・職員に関する情報収集、資料の作成をする。

     ・　職員の役割分担の確認

     ・　マスコミ対応についての確認、公表する(公表しない)内容の選択･確認

　　　　（基本的視点の共通理解、職員は個別に取材に応じない､ 違うことを言わない）

     ・　児童への対応、説明(全職員で同じ指導をしていく)

     ・　保護者への対応、説明(誠実に説明責任を果たす)

　　    （協力要請することがあればＰＴＡ役員会を早急に開き話し合う）

 （２）取材に関する手続き

     ・　報道機関名、担当記者氏名を確認する。

     ・　取材に応じる時間を確認する。（記者会見の時刻は玄関にはりだす）　

     ・　報道陣のはいる場所を限定する。

     ・　児童の動揺を考慮し、人権と教育を守るため、教育上の配慮事項について約束を取

       　り付ける｡

	    関係者の実名は公表しないこと

    関係児童､職員の顔写真の掲載や発表はしないこと

    児童､職員への直接インタビューは原則としてしないこと

     (学校全体の動揺を抑え､すこしでも早く正常な教育活動が行えるよう，理解を

 　　 求める｡どうしても必要な時は保護者､教師､上司の付き添いのもとに行う)

    登下校時の待ち伏せ等はしないこと


校長（教頭）





全校集会


学級指導





いじめ不登校防止委員会








教 育 相 談 体 制





いじめ不登校防止委員会








特別支援教育推進委員会











弾道ミサイル発射情報・避難の呼びかけ





（屋外にいる場合）


　・近くの建物等に避難するか、ない場合は物陰に身を隠す・地面に伏せて頭部


　　を守る





（屋内にいる場合）


　・できるだけ窓から離れ、床に伏せて頭部を守る





　　





【ケータイ依存】


　・メールの送受信


　・ネットゲーム





【ネットいじめ】


　・被害が拡大しやすい


　・画像の流布等により


　　精神的被害が大きい








子どもに迫る4つのネット


危機





【ネット詐欺】


　・架空の請求


　・様々な方法でお金を


　　だまし取る　





【ネット誘因】


　・インターネットを介して


　　知り合ったことをきっか


　　けに、実際に合うよう誘


　　いかける





学校：児童への情報モラルの指導


　　　　保護者への啓発(研修会・PTAでの呼びかけ）











家庭：子どもへの指導


　　　　ルール作り


　　　　フィルタリング　　等














削除確認


児童・保護者への説明





・ネットいじめの発見


・児童、保護者からの相談








・掲示板の管理人（プロバイダ）に削除依頼


・削除できない場合は、　警察・法務局等に相談





“書き込みの確認 ”


・掲示板のアドレスを確認


・書き込みをプリントアウト


・携帯電話の場合は撮影












